
笛
、
ラ
ジ
オ
、
鈴
を
携
帯
す
る

　
ク
マ
は
人
の
気
配
を
感
じ
る
と

自
ら
避
け
て
通
り
ま
す
。
人
の
存

在
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
音
の
出

る
物
を
携
帯
し
て
く
だ
さ
い
。

朝
夕
の
行
動
は
避
け
る

　
明
け
方
と
夕
方
は
ク
マ
の
活
動

が
活
発
で
す
。
で
き
る
だ
け
避
け

る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

ク
マ
の
い
る
場
所
に
近
づ
か
な
い

　
山
中
は
ク
マ
の
生
息
地
で
す
。

ク
マ
の
足
跡
や
ふ
ん
な
ど
を
発
見

し
た
ら
、
そ
れ
以
上
近
づ
か
ず
、

引
き
返
し
て
く
だ
さ
い
。

子
グ
マ
を
見
た
ら
立
ち
去
る

　
子
グ
マ
の
近
く
に
は
必
ず
母
グ

マ
が
い
ま
す
。
母
グ
マ
は
子
グ
マ

を
守
る
た
め
、
人
へ
攻
撃
を
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
子
グ
マ

を
見
か
け
た
ら
、
そ
の
ま
ま
そ
っ

と
立
ち
去
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
農
政
課
耕
地
林
務
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
５
１
）
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水
道
メ
ー
タ
ー
は
「
計
量
法
」

に
よ
り
、
そ
の
有
効
期
間
が
８
年

と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
市
で
は
、

有
効
期
間
の
満
了
前
に
、
新
し
い

水
道
メ
ー
タ
ー
と
交
換
し
ま
す
。

交
換
対
象
　
平
成
14
年
に
製
造
さ

れ
た
メ
ー
タ
ー

交
換
期
間
　
７
月
～
10
月
中
旬

メ
ー
タ
ー
交
換
時
の
注
意
点

・
対
象
者
（
７
月
１
日
現
在
開
栓

さ
れ
て
い
る
方
）
に
は
事
前
に

は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・
メ
ー
タ
ー
の
交
換
費
用
は
市
が

負
担
し
ま
す
の
で
、
お
客
様
へ

の
費
用
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
メ
ー
タ
ー
交
換
は
、
市
が
委
託

し
た
水
道
工
事
業
者
が
行
い
、

お
客
様
が
不
在
の
場
合
で
も
、

交
換
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

交
換
時
、
一
時
断
水
と
な
り
ま

す
の
で
、
都
合
が
悪
い
場
合
は

日
時
な
ど
を
水
道
工
事
業
者
と

打
ち
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
交
換
工
事
後
、
メ
ー
タ
ー
付
近

か
ら
漏
水
な
ど
を
発
見
さ
れ
た

場
合
は
、
上
下
水
道
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物

や
車
な
ど
を
置
か
な
い
よ
う
に

お
願
い
し
ま
す
。

メ
ー
タ
ー
ま
で
の
給
水
管
に

　
　

鉛
管
を
使
用
し
て
い
る
場
合

　
メ
ー
タ
ー
交
換
と
併
せ
て
布
設

替
え
工
事
を
行
い
ま
す
。
給
水
管

は
お
客
様
の
財
産
で
す
。
工
事
に

先
立
ち
承
諾
（
記
名
、
押
印
）
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
水
道
工
事

業
者
が
訪
問
し
た
際
は
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
鉛
管
取
り
替
え
工
事
に
対
す
る

費
用
請
求
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
メ
ー
タ
ー
交
換
時
に
依
頼
し
た

別
工
事
に
つ
い
て
は
、
お
客
様

の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

漏
水
の
早
期
発
見
の
た
め
に

　
敷
地
内
に
あ
る
水
道
管
は
、
原

則
と
し
て
、
お
客
様
自
身
が
管
理

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
水
道
メ
ー
タ
ー
よ
り
宅
地
側
で

漏
水
し
て
い
る
場
合
、
水
道
メ
ー

タ
ー
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
次
の
順
序
で
月
に
一
度

は
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
宅
内
の
蛇
口
な
ど
を
す
べ
て
閉

め
て
く
だ
さ
い
。

②
量
水
器
の
ふ
た
を
開
け
、
水
道

メ
ー
タ
ー
を
見
て
く
だ
さ
い
。

③
銀
色
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
も
し
、
パ
イ
ロ
ッ

ト
が
回
っ
て
い
れ
ば
、
ど
こ
か

で
漏
水
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
平
成
19
年
度
に
策
定

し
た
「
耐
震
改
修
促
進
計
画
」
に

基
づ
き
、
次
の
す
べ
て
の
要
件
に

該
当
す
る
住
宅
に
耐
震
診
断
士
を

派
遣
し
、
耐
震
診
断
を
行
い
ま
す
。

　
診
断
の
段
階
で
は
費
用
は
か
か

り
ま
せ
ん
。
診
断
を
ご
希
望
の
方

は
、
次
の
要
領
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

簡
易
耐
震
診
断
の
実
施
要
件

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
さ
れ
た
市
内
に
あ
る
住
宅

・
個
人
所
有
の
１
戸
建
て
住
宅

（
店
舗
併
用
住
宅
な
ど
の
併
用

住
宅
を
含
み
、
賃
貸
住
宅
は
除

き
ま
す
）

・
木
造
在
来
工
法
の
住
宅
（
ツ
ー

バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
や
非
木
造
の

住
宅
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

※
過
去
に
市
が
派
遣
し
た
耐
震
診

断
士
に
よ
る
耐
震
診
断
を
実
施

し
た
住
宅
に
つ
い
て
は
、
今
回

の
申
し
込
み
の
対
象
外
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
７
月
９
日
㈮

耐
震
改
修
実
施
ま
で
の
流
れ

①
簡
易
耐
震
診
断
…
無
料

②
精
密
耐
震
診
断
…
無
料
（
耐
震

補
強
工
事
を
行
う
こ
と
が
前
提

と
な
り
ま
す
）

③
耐
震
補
強
工
事
…
工
事
費
の
２

分
の
１
か
つ
60
万
円
以
内
を
補

助
し
ま
す
。
（
所
得
要
件
が
あ

り
ま
す
）
な
お
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
耐
震
補
強
工
事
を

行
っ
た
場
合
、
申
告
に
よ
り
、

所
得
税
、
固
定
資
産
税
の
軽
減

措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

市
役
所
都
市
計
画
課
建
築
住
宅
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
７
３)

あなたの家は
　　　地震がきても大丈夫？

を実施します
簡易耐震診断

▲銀色のパイロット

　
市
内
で
は
５
月
９
日
、
南
永
江

の
滝
ノ
沢
地
区
で
、
ク
マ
に
よ
る

人
身
被
害
が
発
生
し
、
そ
の
後
も

付
近
に
お
い
て
、
目
撃
情
報
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
時
期
は
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

が
冬
眠
か
ら
覚
め
、
活
動
が
活
発

に
な
り
、
遭
遇
の
危
険
性
が
高
く

な
り
ま
す
。

　
と
に
か
く
出
会
わ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
山
菜
・

キ
ノ
コ
狩
り
、
釣
り
な
ど
で
入
山

す
る
方
を
は
じ
め
、
早
朝
、
森
の

近
く
で
農
作
業
や
散
歩
す
る
方
は
、

次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

負
担
限
度
額
認
定

　

更
新
の
時
期
で
す

　
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

方
は
、
所
得
な
ど
に
応
じ
て
介
護

保
険
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護

療
養
型
医
療
施
設
）
に
お
け
る
食

費
・
居
住
費
の
自
己
負
担
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
（
通
所
系
サ
ー
ビ

ス
は
除
き
ま
す
）
自
己
負
担
額
の

軽
減
を
受
け
る
際
は
、
市
へ
申
請

し
、
負
担
限
度
額
の
認
定
を
受
け

て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

対
象
期
間
　
住
民
税
確
定
後
の
７

月
か
ら
翌
年
６
月
末
日
ま
で

申
請
方
法
　
６
月
中
旬
頃
、
更
新

対
象
と
な
る
方
に
申
請
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
６
月
30
日
㈬
（
期

日
厳
守
）
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
年
度
途
中
で
も
申
請
は
受

け
付
け
し
ま
す
。

対
象
者
　
左
表
の
利
用
者
負
担
第

１
～
第
３
段
階
に
該
当
す
る
方
。

　
第
４
段
階
の
方
は
負
担
軽
減
の

対
象
外
で
す
が
、
高
齢
夫
婦
世
帯

で
一
方
が
施
設
に
入
所
し
、
居
住

費
・
食
費
の
負
担
で
生
計
が
困
難

に
な
る
な
ど
一
定
要
件
を
満
た

し
、
申
請
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
方

は
、
第
３
段
階
と
同
様
の
「
特
例

減
額
措
置
」
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用

は
特
例
減
額
措
置
の
適
用
外
と
な

り
ま
す
。

住
宅
改
修
を
す
る
と
き
は

事
前
の
申
請
が
必
要
で
す

　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
が
、
住
宅
の
生
活
環

境
を
整
え
る
た
め
に
住
宅
改
修

（
手
す
り
の
取
り
付
け
・
段
差
の

解
消
な
ど
）
を
行
っ
た
場
合
、
か

か
っ
た
費
用
の
９
割
が
介
護
保
険

か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

利
用
限
度
額　

要
支
援
・
要
介
護

に
関
係
な
く
住
宅
に
対
し
、
介
護

保
険
受
給
者
１
人
あ
た
り
生
涯
に

20
万
円
（
１
割
は
自
己
負
担
。
最

大
18
万
円
）
ま
で
。
利
用
限
度
額

を
超
え
た
額
は
、
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。

※
転
居
し
た
場
合
や
要
介
護
度
が

最
初
の
改
修
よ
り
３
段
階
以
上

高
く
な
っ
た
場
合
は
、
再
度
、

最
大
18
万
円
ま
で
住
宅
改
修
費

の
支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
工
事
着
工
予
定
日
の
２
週
間
前

ま
で
に
事
前
申
請
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
工
事
完
了
後
に
、

必
要
書
類
を
市
へ
提
出
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　　
ご
不
明
な
点
は
、
ま
ず
、
担
当

の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

市
役
所
健
康
長
寿
課
介
護
保
険
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
６
５
）

▼利用者負担段階

第１
段階

本人および世帯全員が住民税非課
税で、老齢福祉年金・生活保護の
受給者の方

第２
段階

本人および世帯全員が住民税非課
税で、合計所得金額と課税年金収
入額の合計が 80 万円以下の方

第３
段階

本人および世帯全員が住民税非課
税で、合計所得金額と課税年金収
入額の合計が 80 万円を超える方

第４
段階

本人が住民税を課税されている
方・本人は住民税非課税で世帯内
に住民税課税者がいる方

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

水
道
メ
ー
タ
ー
の
一
斉
交
換
を
行
い
ま
す

ツキノワグマ
による人身被害

を防ぐために

　
漏
水
し
て
い
る
場
合
は
、
市
指

定
工
事
店
へ
修
理
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
こ
の
際
、
修
理
費
用
は

お
客
様
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
土
の
中
な
ど
、
目
に
見
え
な
い

場
所
で
の
漏
水
に
対
す
る
料
金

の
軽
減
措
置
は
あ
り
ま
す
が
、

水
道
料
金
は
、
原
則
と
し
て
、

「
漏
水
の
半
分
は
お
客
様
負
担
」

と
な
り
ま
す
。（
下
水
道
使
用

料
は
例
外
あ
り
）

※
漏
水
箇
所
が
ボ
イ
ラ
ー
、
温
水

器
、
給
湯
設
備
な
ど
の
場
合
、

原
則
と
し
て
、
料
金
の
軽
減
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
市
指

定
工
事
店
ま
た
は
器
具
の
取
り

付
け
業
者
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
（
代
表
）
☎
�
２
１
１
１

上
下
水
道
課
上
水
道
係
（
内
線

２
８
２
）
同
課
営
業
係
（
内
線

２
８
４
）


